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建設工事の制限付一般競争入札（郵便方式）等に関する質疑応答集 

質       問 回       答 

入 札 参 加 資 格 登 録 等 （ 業 者 登 録 ） 

1 

明石市に競争入札等参加資格の

申請を行い登録されました。その時

点で公告されている案件にすぐ参

加申請できますか。 

また、過去に一度登録をしていた

が更新を忘れてしまい、再度登録し

た場合はどうなりますか。 

明石市の入札参加資格者名簿に初めて登載された場合は、

登録されている期間が通算して３年以上有していないと、財

務室契約担当発注の建設工事に係る制限付一般競争入札に

参加することができません（明石市の入札参加資格者名簿に

初めて登載されたのが平成１３年度以前である場合を除

く。）。 

また、再度登録した場合は、過去に通算して３年以上登録

していたことが確認できる書類、もしくは平成１３年度以前

に登録していたことが確認できる書類（共に受付票等）を提

出した場合に限り、入札に参加することができます。 

2 

経審情報の変更を電子入札シス

テムの業者情報管理システムで行

い、工種の追加を申請しました。そ

の時点で、追加申請した工種の工事

案件が公告されている場合、すぐに

入札参加できますか。 

入札参加資格者名簿に登載（反映）以後に入札参加するこ

とが可能になります。 

なお、名簿の更新は２か月（偶数月）毎に行っていますの

で、質問の場合、すぐに入札参加することはできません。 

3 

入札参加要件で工種のみを指定

し、総合評定値の点数の指定がない

場合には、経営規模等評価結果通知

書・総合評定値通知書に総合評定値

（P）に記載がなくても入札に参加

できるのですか。 

平成１６年３月１日施行の建設業法の一部改正により、総

合評定値（P）については任意申請となりましたが、明石市

の入札に参加するためには開札日において有効な総合評定

値（P）が明石市電子入札システムの業者情報管理システム

に登録されていることが必要です。 

なお、総合評定値（P）がない（0点）場合は、電子入札シ

ステムの業者情報管理システムに登録することはできませ

ん。 

4 

当社に新しい経営規模等評価結

果通知書・総合評定値通知書が届き

ましたが、旧の経営規模等評価結果

通知書・総合評定値通知書の有効期

限が、まだあります。 

経審情報の変更申請はいつ行え

ばよろしいか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が届

いた場合は、直ちに電子入札システムの業者情報管理システ

ムにより新しい経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知

書を添付して、経審情報を変更申請してください。 

なお、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有

効期限には、十分ご注意ください。 

なお、開札日において電子入札システムの業者情報管理シ

ステムに登録されている経審の有効期限が切れている場合

は、無効な入札となりますので、ご注意ください。 
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5 

新しい経営規模等評価結果通知

書・総合評定値通知書の総合評定値

（P）を電子入札システムの業者情

報管理システムにより変更申請し

ました。市に登録している工種の総

合評定値（P）については、いつか

ら反映（有効）されますか。 

新しい経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総

合評定値（P）の反映時期については、変更申請してから約

１週間で反映されます。 

総合評定値（P）は入札参加において重要な入札参加要件

ですので、公告日から開札日までの間に経審情報を変更申請

する際は、特にご注意ください（市内業者における土木一式

工事及び建築一式工事においては、「総合評定値（P）＋品質

評価点＝品質評価合計点」による入札参加となります。品質

評価合計点における総合評定値（P）についても上記と同様

です。）。 

市 税 の 完 納 

6 

 公告文の入札参加要件に、「明石

市税を開札日の前日までに完納し

ていること」との記載があります

が、明石市税の納税義務がありませ

ん。この場合には入札に参加するこ

とができないのでしょうか。 

納税義務がない場合は、完納しているものとみなしますの

で、入札に参加することができます。 

ただし、明石市競争入札等参加資格審査申請書における受

任者（支社、支店等）で、本社・本店等に明石市税の納税義

務がある場合は、受任者（支社、支店等）のほか、本社・本

店等も開札日の前日までに明石市税を完納している必要が

あります。 

7 

 公告文の入札参加要件に、「明石

市税を開札日の前日までに完納し

ていること」との記載があります

が、うっかりして開札日の当日に完

納しました。 

開札の結果、当社が一番札となり

ましたが開札結果が出る前に完納

しているので、入札参加要件を満た

すと考えてよろしいでしょうか。 

入札参加要件を「明石市税を開札日前日までに完納してい

ること」としているため、明石市税を開札日当日に完納した

場合は、納付時刻が開札前か開札後かにかかわらず無効な入

札となります。 

水 道 料 金 の 完 納（水道局発注案件のみ） 

8 

公告文の入札参加要件に、「明石

市水道局の水道料金を開札日の前

日までに完納していること」との記

載がありますが、当社は「明石市水

道局の水道料金」の納入義務があり

ません。この場合には入札に参加す

ることができないのでしょうか。 

納入義務がない場合は、完納しているものとみなしますの

で、入札に参加することができます。 

9 

公告文の入札参加要件に、「明石

市水道局の水道料金を開札日の前

日までに完納していること」との記

載がありますが、うっかりして開札

日の当日に完納しました。 

開札の結果、当社が一番札となり

ましたが開札結果が出る前に完納

しているので、入札参加要件を満た

すと考えてよろしいでしょうか。 

入札参加要件を「明石市水道局の水道料金を開札日の前日

までに完納していること」としているため、水道料金を開札

日当日に完納した場合は、納付時刻が開札前か開札後かにか

かわらず無効な入札となります。 
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国 税 の 完 納 及 び 指 定 暴 力 団 員 等 に 関 す る 誓 約 書 

10 

 公告文の入札参加要件に、国税の

完納に関することがありますが、当

社は間違いなく国税を完納してい

るのに、制限付一般競争入札参加申

請書でこの旨を誓約する必要はあ

るのでしょうか。 

制限付一般競争入札参加申請書における国税の完納に関

する誓約は、入札参加において必要となるものですので、こ

の申請書の送付がない場合は、書類不備となり、無効な入札

となります。 

なお、送付した制限付一般競争入札参加申請書において、

国税の完納に関する誓約の記載がない場合や申請書自体に

記名・押印がない場合など、誓約内容に不備がある場合につ

いても書類不備により無効な入札となります。 

11 

公告文の入札参加要件に、「開札

日の前日までに国税を完納してい

ること。また、落札者となった場合

には、契約締結期限までに、国税の

滞納がないことを証する納税証明

書を提出できること。」との記載が

ありますが、契約締結期限までに提

出する「国税の滞納がないことを証

する納税証明書」とはどのようなも

のですか。 

「国税の滞納がないことを証する納税証明書」とは下記の

納税証明書の（開札日の前日以降の日付のもの（写し（PDF

形式を含む）でも可）に限る）を指します。 

①個人の場合・・・その３の２（申告所得税と消費税及び

地方消費税に未納の税額がないこと） 

②法人の場合・・・その３の３（法人税と消費税及び地方

消費税に未納の税額がないこと） 

12 

当社が落札者と決定されたため、

国税の滞納がないことを証する納

税証明書の交付請求を行ったとこ

ろ、国税の滞納があったことが判明

し、契約締結期限までに当該納税証

明書を市に提出できませんでした。 

この場合は、どのような取り扱い

となるのですか。 

落札者となった場合、当該落札者は契約締結期限までに、

国税の滞納がないことを証する納税証明書を市に提出して

いただくことを入札参加要件としており、制限付一般競争入

札参加申請書においてもその旨を誓約していただいており

ます。 

このため、当該落札者が契約締結期限までに、国税の滞納

がないことを証する納税証明書を提出できない場合は、誓約

内容に反することになり、入札参加要件を満たしていないに

もかかわらず落札決定を受けたことになるため、当該落札者

に対して、落札決定の取消及び指名停止措置（６か月）を行

うこととなりますので、十分にご注意ください。 

13 

税務署との協議により、法人税を

分納していますが、当社が落札者と

決定されたため、税務署に国税の滞

納がないことを証する納税証明書

の交付請求を行ったところ、当該納

税証明書を発行できないとのこと

でした。 

この場合については、国税の滞納

がないものとして扱ってもらえま

すか。 

入札参加要件においては、落札者に契約締結期限までに国

税の滞納がないことを証する納税証明書を提出することを

求めておりますので、質問の場合においては、国税の滞納が

ないことを証する納税証明書を提出できないことになり、入

札参加要件を満たさないことになります。なお、国税の滞納

がないことを証する納税証明書が交付されるかどうかにつ

いて疑義がある場合は、入札に参加する前に税務署に確認し

ておいてください。また、契約の相手方として決定されたに

もかかわらず国税の滞納がないことを証する納税証明書を

契約締結期限までの間に提出できなかった場合は、落札決定

の取消及び指名停止措置（６か月）を行うこととなりますの

で、十分にご注意ください。 
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所 在 地 区 分 

14 

入札参加要件における市内業者

等の所在地区分を教えてください。 

入札参加要件における地域要件は、以下のとおりです。 

①市内業者 

＝ 明石市内に本店を置き、かつ、その本店が明石市に

おける入札参加資格者として登録されている者 

②準市内業者 

＝ 明石市内に支店・営業所等を置き、かつ、その支店・

営業所等が明石市における入札参加資格者として登

録されている者 

③県内本店業者 

＝ 兵庫県内に本店を置き、かつ、その本店が明石市に

おける入札参加資格者として登録されている者 

④県内支店営業所業者 

＝ 兵庫県内に支店・営業所等を置き、かつ、その支店・

営業所等が明石市における入札参加資格者として登

録されている者 

⑤その他業者 

＝ 明石市における入札参加資格者として登録されて

おり、上記①から④のいずれにも該当しない者 

設 計 図 書 

15 

設計図書を入手する方法を教え

てください。 

明石市ホームﾍページ「入札コーナー」の「入札カレンダ

ー」の各案件に掲載していますので、ダウンロードしてくだ

さい。 

16 

他社から、特定の「工事の設計図

書を入手したかどうか」という問合

せがあった場合は、どのように対応

すればよいのでしょうか。 

設計図書の入手について、業者間で問合せ等を行うことや

これに応えることは、犯罪となる可能性もありますので、そ

のような行為は絶対に行わないでください。 

配 置 技 術 者 

17 

配置予定技術者が複数の資格を

保有している場合において、制限付

一般競争入札参加申請書の資格欄

にはどの資格を記載すればよいの

ですか。 

発注された工事に適合する国家資格等を記載してくださ

い。 

18 

建設業法第７条第２号に該当す

る者（実務経験による者）を配置予

定技術者（主任技術者）とする場合

は、実務経験をどのように証明すれ

ばよいでしょうか。 

実務経験を持った主任技術者であることを証するために

は、当該技術者が経営事項審査における技術職員名簿に登録

されていることが必要であり、その写しを提出していただき

ます。 

なお、当該技術者が経営事項審査における技術職員名簿に

登録されていない場合は、無効な入札となります。 

また、市内業者については明石市電子入札システムの業者

情報管理システムにおいて技術者の登録義務があるため、あ

らためて配置予定技術者の実務経験を証する書類の提出は

必要ありません。 
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19 

制限付一般競争入札参加申請書

に記載した配置予定技術者は、契約

締結までに変更できますか。 

配置予定技術者については、落札者が落札決定日から契約

締結期限の前日までに発注者に申し出て、配置予定技術者変

更申請書を提出した上で、発注者が認めた場合に限り、変更

できます。 

22 

配置予定技術者として制限付一

般競争入札参加申請書に記載する

者が雇用予定なのですが、その者で

入札参加できますか。 

配置予定技術者は開札日において、貴社と直接的かつ３か

月以上の恒常的な雇用関係を有する者である必要があり、確

認できない場合は、無効な入札となります。 

また、市内業者にあっては明石市電子入札システムの業者

情報管理システムに登録された技術者でなかった場合も無

効な入札となります。 

なお、明石市電子入札システムの業者情報管理システムへ

の登録申請時において３か月以上の雇用関係を確認できな

い場合は、技術者を登録することができませんのでご注意下

さい。 

23 

現在配置中の技術者はいつの時

点から、新たな配置予定技術者とす

ることができますか。 

現在配置中の技術者については、当該技術者が現在配置さ

れている工事の工事検査済証が入札参加者に届けられた日

以後から新たな配置予定技術者とすることができます。ただ

し、当該技術者が現在配置されている工事及び、新たに配置

予定とする案件が、専任を要する（求める）ものかどうかに

よって異なりますので、下表をご参照ください。 

 

区分 

入札参加する工事

が専任を求める場

合 

入札参加する工事

が専任を求めない

場合 

当該技術者が専任

を要する工事に配

置されている場合 

× × 

当該技術者が専任

を要しない工事に

2 件配置されてい

る場合 

× × 

当該技術者が専任

を要しない工事に

1 件配置されてい

る場合 

× 
○ 

※1件まで可能 

当該技術者が配置

されている工事が

ない場合 

○ 
○ 

※2件まで可能 

 

※技術者を兼任する場合は、建設業法等法令違反とならない

よう十分注意してください。 

24 

配置技術者の専任を求めていな

い案件であっても、配置技術者が兼

任できる工事の件数に制限はあり

ますか。 

明石市では、専任を求めていない案件であっても、技術者

１人につき、兼務できる工事の件数は２件までとなります。 

すでに２件の工事に配置されている技術者を、配置予定技

術者として入札参加した場合は、無効な入札となりますの

で、ご注意ください。 
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25 

技術者１人につき何件まで入札

参加できますか。 

入札参加する案件が技術者の専任を求めているものであ

る場合は、手持ち工事のない技術者１人につき２件まで入札

書を送付することができます。ただし、落札者となれるのは

１件までです。 

また、入札参加する案件が全て配置技術者の専任を求めて

いないものである場合は、技術者１人につき複数案件入札参

加できます。ただし、落札者となれるのは最大２件までです

（23参照）。 

26 

同一開札日の２件の工事におい

て、手持ち工事のない同じ技術者を

制限付一般競争入札参加申請書に

記載して入札参加してしまったの

ですが、その取扱いはどうなります

か。 

入札参加した案件がいずれも技術者の専任を求めている

ものである場合は、開札時刻の早い方の案件のみが有効な入

札となります。 

入札参加した案件がいずれも技術者の専任を求めていな

いものである場合は、当該入札は全て有効な入札となりま

す。 

入札参加した案件が技術者の専任を求めているものと技

術者の専任を求めていないものである場合は、技術者の専任

を求めているものは無効な入札となり、技術者の専任を求め

ていないものについては有効な入札となります。 

27 

同一開札日でかつ配置技術者の

専任を求めていない工事３件以上

において、同一の技術者を配置予定

とした場合、その取扱いはどうなり

ますか。 

技術者の専任を求めている工事に配置されている技術者

を配置予定技術者として入札参加した場合は、当該入札はす

べて無効な入札となります。 

既に１件、技術者の専任を求めていない工事に配置されて

いる技術者を配置予定技術者として入札参加した場合は、落

札候補者となった案件の中で開札執行時刻が最も早い案件

のみ審査上問題がなければ、落札者となりますが、残りの案

件については失格となります。 

手持ち工事のない技術者を配置予定技術者として入札参

加した場合は、落札候補者となった案件の中で開札執行時刻

が最も早い案件から順に、審査上問題がなければ２件に限

り、落札者となります。 

28 

同一開札日でかつ配置技術者の

専任を求めていない案件２件以上

において、手持ち工事のない同一の

技術者を配置予定とし、２件以上の

案件で落札候補者となった場合は、

落札候補案件の中から落札する案

件を選ぶことはできますか。 

落札候補者が落札する案件及び案件数を選ぶことはでき

ません。 

なお、手持ち工事のない同一の技術者を配置予定とし、２

件以上の案件で落札候補者となった場合は、開札執行時刻が

最も早い案件から順に、当該落札候補者の審査を行い、審査

上問題がなければ、落札候補者の意向に関わらず、開札執行

時刻が早い順の２件の案件について落札者になります。 

29 

契約締結時に届け出た技術者は、

契約締結後に変更できますか。 

 

 

 

 

 

当該技術者の死亡、傷病又は退職等、真にやむをえない場

合を除き、変更することはできません。 
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30 

入札参加した案件が、低入札価格

調査の対象となり現在保留となっ

ていますが、落札候補者ではないの

で調査対象となっていません。この

案件の入札参加したときに制限付

一般競争入札参加申請書に記載し

た配置予定技術者を、同日に開札さ

れた落札案件の配置予定技術者に

変更することは可能ですか。 

低入札価格調査中の案件の落札候補者でない場合（ただ

し、当該案件が総合評価落札方式によるものである場合を除

く。）には、当該案件の配置予定技術者を同日に開札された

落札案件の配置技術者として変更することができます。 

なお、この場合には、同日に開札された落札案件の契約締

結期限の前日までに発注者に申し出て、発注者が承諾するこ

とが必要です。 

ただし、配置予定技術者を変更する場合には、当該案件に

ついて新たな配置予定技術者（適正な技術者）を届け出てい

ただく必要があります。 

31 

入札参加した案件が、低入札価格

調査の対象となり現在保留となっ

ていますが、落札候補者ではないの

で調査対象となっていません。この

案件の入札参加したときに制限付

一般競争入札参加申請書に記載し

た配置予定技術者を、次の参加希望

案件にも配置予定技術者として記

載できますか。 

また、次の参加希望案件が総合評

価落札方式の場合はどうなります

か。 

低入札価格調査案件の落札候補者でない場合には、当該案

件の配置予定技術者を次の参加希望案件の配置予定技術者

として記載できることとします。 

なお、当該案件の低入札価格調査の結果、後に繰り上がっ

て落札者となった場合において、配置予定技術者が次の参加

希望案件と重複するときは、次の参加希望案件の配置予定技

術者を変更していただきます。 

ただし、次の参加希望案件に配置する技術者がいない場

合、次の参加希望案件は無効な入札となります。また、次の

参加希望案件が総合評価落札方式による場合は、総合評価落

札方式が技術者の能力を評価するものであるため、変更を認

めることができません。したがってこの場合も次の参加希望

案件は無効な入札となりますので、ご注意ください。 

32 

総合評価落札方式の案件に入札

参加しましたが、現在保留となって

いるため、その案件で記載している

配置予定技術者を次の参加希望案

件に記載しました。この場合、どの

ような扱いになりますか。 

総合評価落札方式については、価格評価点のみではなく価

格以外の評価点落札を合わせて落札者を決定するため、最低

価格入札者をもって落札候補者とすることができません。 

次の参加希望案件に記載した場合は、次の参加希望案件が

無効な入札となりますのでご注意ください。 

33 

営業所における専任の技術者を

配置予定技術者として入札参加す

ることはできますか。 

営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らそ

の職務に従事することが求められていますので、特例として

認められている場合を除き、営業所における専任の技術者を

配置予定技術者として入札参加することはできません。 
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34 

今回発注された工事の現場は、先

に当社が施工している工事の現場

に隣接しています。このため、この

隣接する工事の配置技術者が今回

発注された工事の配置技術者を兼

任することはできますか。 

「先に施工している工事」と「今回発注された工事」が、

密接な関係のある工事（「工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事である場合」又は「施工に

あたり相互に調整を要する工事である場合」）である場合は、

同一の専任の主任技術者が「先に施工している工事」と「今

回発注された工事」を兼任することができます。 

なお、上記の取扱いは監理技術者には適用されませんので、

注意してください。 

現 場 代 理 人 

35 

社長の委任があれば、他社からの

出向職員等を現場代理人とするこ

とは可能でしょうか。 

現場代理人の職務は工事現場の運営、取締りを行うほか、

一部の権限を除いて請負者の一切の権限の行使を認められ

ており、重大な権限を持っています。この点を考慮して明石

市の建設工事契約における現場代理人については、契約締結

時において、貴社と直接的かつ３か月以上の恒常的な雇用関

係のある者に限定しています。 

出向職員、派遣職員及び非常勤職員等は直接かつ恒常的な

雇用関係にある者とは言えないため、これらの者を現場代理

人とすることはできません。 

36 

現場代理人は建設業法上で特に

制約がないので、常駐はしなくてよ

いのでしょうか。 

明石市工事請負契約約款（明石市水道局工事請負契約約

款）第１０条第２項において、原則として、工事現場での常

駐を義務付けています。 

ただし、同条第３項において、発注者が認めた場合は、常

駐を要しないこととすることがあります。 

37 

現場代理人は他の現場を兼務す

ることは可能でしょうか。 

設計金額が１件あたり 税込４,０００万円未満（建築一式

工事の場合は８,０００万円未満）の工事で、発注者が「明

石市工事請負契約における現場代理人の常駐義務の緩和措

置等に関する要領」に記載の兼務を認める条件をすべて満た

すと認めた場合は、２件まで兼務が可能となります。この場

合「現場代理人兼務届」を財務室契約担当へ提出してくださ

い。 

また、的確な履行が確保されないと認められる場合には、

兼務を解除し、新たに現場代理人の専任を求める等の必要な

措置を講じます。 

38 
現場代理人と配置技術者を兼務

することは可能でしょうか。 

同一の工事内において、現場代理人と配置技術者を兼務す

ることは可能です。 

様 式 

39 

入札書等の様式を独自に作成し

てもよろしいですか。 

 

入札書等の様式は指定様式としていますので、明石市ホー

ムページ「入札コーナー」の「入札カレンダー」の各案件か

らダウンロードしたものを使用してください。 

提 出 書 類 

40 

制限付一般競争入札参加申請書

に記載する日付は、いつの日付を記

載すればよろしいですか。 

郵送する日を記載してください。 
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41 

入札書に記載する日付は、いつの

日付を記載すればよろしいですか。 

また、入札書を入れる別封筒はど

のようなものを使用すればよろし

いですか。 

開札日を記載してください。また、入札書を入れる封筒に

ついては特別な指定はしていませんので、貴社で作成してい

る封筒等に入札書を入れていただければ結構ですが、入札書

を入れた封筒は他の必要書類と共に、明石郵便局留明石市役

所財務室契約担当行の専用封筒（青色）に入れて郵送してく

ださい。専用封筒（青色）は財務室契約担当窓口で配付して

います。 

42 

鉛筆で記入した提出書類を送付

してしまいましたが、どうなります

か。 

鉛筆で記入した提出書類を送付した場合は、無効な入札に

なります。 

43 

提出書類の必要箇所に会社の商

号･名称等を記載しなかった場合

（記入漏れ）はどうなりますか。 

提出書類の必要箇所に会社の商号・名称等を記載しなかっ

た場合（記入漏れ）は、無効な入札になります。 

44 

水道局発注工事の入札において、

「明石市長」宛の提出書類を送付し

た場合はどうなりますか。 

水道局発注工事については、「明石市公営企業管理者」が

契約締結権限を持っているため、「明石市長」宛の提出書類

が提出された場合は、無効な入札となることがあります。 

なお、市発注工事に係る入札において、「明石市公営企業

管理者」宛の提出書類を提出した場合も同様です。 

工 事 費 内 訳 書 

45 

入札書の金額と工事費内訳書の

金額とが異なると無効になります

か。 

工事費内訳書は入札金額の根拠となりますので、金額が異

なると無効な入札となります。工事費内訳書に不備があった

場合も無効な入札となることがありますのでご注意くださ

い。 

また、値引きにより入札金額と一致させている場合は、無

効な入札となります。 

46 

工事費内訳書は、設計図書の大項

目部分をコピーして作成するので

すか。 

明石市ホームページ「入札コーナー」に掲載している公告

文に工事費内訳書を添付していますので、その工事費内訳書

により作成してください。 

47 

低入札調査基準価格を下回る価

格で入札した場合において、全項目

の詳細内工事費内訳書を提出しな

かったときはどうなりますか。 

低入札調査基準価格を下回る価格で入札した場合には、前

項網の詳細な工事費内訳書が必要となります。開札後、落札

候補者には、財務室契約担当から詳細な工事費内訳書の提出

を依頼する連絡をします。 

なお、連絡のあった日の翌日の午後３時までに提出されな

かった場合は、無効な入札となり、指名停止（３か月）とな

りますのでご注意ください。 

また、単価契約工事、機械・電気工事等については、詳細

な工事費内訳書の提出は不要です。 

48 

低入札調査基準価格を下回る価

格で入札した場合に提出する工事

費内訳書及び工事明細表・代価表等

（全項目の詳細な工事費内訳書）

は、どこまで必要ですか。 

設計図書に記載されている内訳書のすべてが必要です。例

えば、土木一式工事であれば工事費内訳書、工種明細表、施

工単価表等となり、建築一式工事であれば設計内訳書、工事

内訳書、工事内訳明細書等となります。 

なお、詳細な工事費内訳書作成にあたっては、下請業者か

らの見積も含めて記載することが必要となる場合がありま

す。 
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下 請 負 人 

49 

市内業者への下請負契約率が設

定された工事における下請負人と

は、どのような者をいうのですか。 

この場合における下請負人とは、次の事項を満たしている

一次下請負人のことをいいます。 

１ 地方自治法施行令第１６７条の４に規定する資格制

限に該当しない者 

２ 公告の日以後において、明石市入札参加者等指名停止

基準に基づく指名停止を受けていない者 

３ 下請業務に関し、法律上必要となる許可等を有してい

る者 

50 

施工実績等を持たない者が、特定

の技術力を持つ者と協力関係（誓約

書の提出等により確認）にある場合

に限り入札参加が認められている

工事案件において、ある入札参加者

の協力会社（下請業者）となってい

る者が、自らも単独で入札参加する

ことは可能でしょうか。 

質問のケースにおいて、協力会社が自らも元請業者として

入札に参加することはできません。これは通常の下請関係で

はなく、協力して施工することを求めている案件であるの

で、協力関係にある者同士が、同一の入札に参加して競争を

行うことは困難であると考えるためです。 

そのような場合には両者とも無効な入札となりますので

ご注意ください。 

施 工 実 績 

51 

施工実績調書はどのようにして

作成するのですか。 

施工実績調書には、入札参加要件として求められている施

工実績を満たす工事の詳細を記入してください。 

また、この施工実績を証明する書類として、受注者、発注

機関名、工事名、契約金額及び工期が明記された当該工事の

契約書の写し、入札参加要件で求める施工実績が確認できる

仕様書の写し若しくはコリンズにおける工事カルテ等の写

しを同封して提出してください。 

52 

入札参加要件で施工実績が求め

られている場合、共同企業体（ＪＶ）

による施工実績は認められますか。 

原則として、共同企業体（ＪＶ）による施工実績は認めて

おらず、単体による施工実績のみを対象としています。 

なお、例外的に共同企業体（ＪＶ）による施工実績を認め

る場合には、公告文の入札参加要件の中でその旨を明記しま

す。 

郵 送 

53 

郵送は普通郵便でもよろしいで

すか。 

必ず財務室契約担当の窓口で配付している明石郵便局留

明石市役所財務室契約担当行の専用封筒（青色）にて、明石

市が受領した事実の証明が可能な方法により郵送してくだ

さい。 

なお、普通郵便で郵送した場合は、無効な入札参加となり

ますのでご注意ください。 

また、無効となったことについて明石市に対して異議を申

し立てることはできず、その費用について明石市に請求する

ことはできません。 

54 

特定記録郵便で郵送してもよろ

しいですか。 

特定記録郵便は、受領日の証明ができないため、特定記録

郵便では郵送しないでください。 

なお、特定記録郵便で郵送した場合は、無効な入札参加と

なりますのでご注意ください。 
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また、無効となったことについて明石市に対して異議を申

し立てることはできず、その費用について明石市に請求する

ことはできません。 

55 

会社で作成している封筒で郵送

してよろしいですか。 

必ず財務室契約担当の窓口で配付している明石郵便局留

明石市役所財務室契約担当行の専用封筒（青色）にて郵送し

てください。会社で作成している封筒を使用した場合は、無

効な入札参加となります。 

また、無効となったことについて明石市に対して異議を申

し立てることはできず、その費用について明石市に請求する

ことはできません。 

56 

財務室契約担当が窓口となる水

道局発注案件については、財務室契

約担当専用封筒以外の封筒で郵送

するのですか。 

財務室契約担当が窓口となる水道局発注案件についても、

必ず財務室契約担当の窓口で配付している明石郵便局留明

石市役所財務室契約担当行の専用封筒（青色）を使用してく

ださい。 

辞 退・撤 回 

57 

制限付一般競争入札参加申請書

等を郵送後、内容に不備のあること

が判明したので、辞退したいのです

が可能ですか。 

財務室契約担当が郵便局から受領した郵便物については、

落札者決定前であっても、撤回や入札の辞退はできません。 

また、落札者決定後の辞退は、指名停止等の措置の対象と

なります。 

開 札 

58 

入札参加の資格は無いのですが、

開札を傍聴することはできますか。 

開札を傍聴することはできます。担当職員の指示に従い、

携帯電話等は電源を切るか、マナーモードとし、開札場所

内での通話や私語は禁止します。 

59 

立会人は、どのような人がなれま

すか。 

入札参加者のうち、本社登録の会社は代表者、支店登録の

会社は当該支店の支店長等です。 

なお、前記の者からの委任状がある者も立会人になること

ができます。 

また、郵便方式案件に限り、立会人を置きます（電子方式

案件では立会人を置きません。）。 

再 度 入 札 

60 郵便方式案件において、再度入札

は実施しますか。 

郵便方式案件では再度入札は実施しません。 

低 入 札 価 格 調 査 制 度（変動型低入札価格調査、数値的判断基準） 

61 

明石市における変動型低入札価

格調査はどのような制度ですか。 

変動型低入札価格調査とは、低入札調査基準価格（低入札

調査基準価格の設定方法については以下の表のとおりで

す。）をあらかじめ設定し、それに満たない金額での入札が

あった場合には、下記のような手続き（低入札調査）を経る

ことにより、低入札時においても適正な施工が可能であるか

どうかを判断する目的で導入した制度です。明石市では予定

価格（税込）５,０００万円以上の案件に原則適用しています。 

なお、低入札調査基準価格（税抜）は予定価格（税抜）の

７０％から９０％の間で案件ごとに設定します。 

 

① １件の発注案件について、有効な入札参加者が 5 者以
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上の場合に、入札金額の低い下位５者の入札金額の平均

額を算出し、その平均額に８５％を乗じ失格値を求めま

す。算出された失格値未満の入札については、失格とな

ります。 

② ①において失格値以上の場合は、提出された入札参加

者の工事費内訳書（全項目の詳細な内訳書）と市が積算

した工事費内訳書を別に定める「数値的判断基準」に照

らして、適正な施工が可能かどうかの調査を行います。 

この調査において基準を１項目でも満たさない場合

は、その時点で失格となります。 

③ ②の数値的判断基準の全ての項目を満たす場合は、施

工方法、財務状況や手持ち工事の状況等についての聴取

を中心とした調査を行います。 

④ ③の調査の結果、入札金額において適正な施工が可能

と判断すれば、落札とします。 

 

低入札調査基準価格（税抜）の設定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計算式より算出した額が上記の【範囲】を下回った（上回

った）場合には、下限（上限）値で設定。 

62 

数値的判断基準とはどのような

ものですか。 

数値的判断基準とは、低入札調査基準価格を下回る金額で

入札を行った者が、その入札金額で適正な施工が可能かどう

かを内訳金額上で数値的に判断するための基準です。具体的

には提出された全項目の詳細な工事費内訳書に基づき、下記

の項目について調査を行います。 

 

①数量は設計図書に計上した設計数量を満足しているこ

と 

②材料・製品は設計仕様に適合した品質・規格であること 

③建設廃棄物は適正な処理費用が計上していること。 

④直接工事費は設計金額の７５％以上であること。 

⑤共通仮設費積上分（指定仮設分）は設計金額の７５％以

上であること。 

⑥共通仮設費率計上分（準備費・安全費等）は設計金額の

５０％以上であること。 

【範囲】 

  予定価格（税抜）の下限(上限)値 

7.0/10～9.0/10 

  【計算式】 

   ・直接工事費 ×0.97 

   ・共通仮設費 ×0.90 

   ・現場管理費 ×0.90 

   ・一般管理費等×0.55 
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⑦現場管理費と一般管理費等の合計額が設計金額の５

５％以上であること。 

63 

数値的判断基準における数値

（率）については、全工種において

同一となりますか。 

 全工種において同一です。 

なお、単価契約工事や機械・電気工事等では数値的判断基

準は適用しません（64参照）。 

64 

単価契約工事や機械・電気工事等

についての数値的判断基準の適用

はどうなりますか。 

数値的判断基準は適用しません。 

65 

数値的判断基準は、低入札調査基

準価格を下回る価格で入札を行っ

た場合に適用されますが、低入札調

査基準価格を下回らない価格で入

札を行った場合にも適用され、失格

となることはありますか。 

低入札調査基準価格を下回らない価格で入札を行った場

合は適用されません。 

低 入 札 案 件 の 手 持 ち 件 数 の 制 限 

66 

低入札案件の手持ち件数の制限

とはどのような制度ですか。 

低入札案件を多数抱えたままの倒産等が発生し、工事が中

断してしまうリスクを軽減する観点から、以下のとおり低入

札案件の手持ち件数の制限を行っています。 

 

 

 

 

 

※技術者総数とは、市内業者にあっては明石市電子入札

システムの業者情報管理システムに登録されている

技術者の総数を、市内業者以外にあっては経営事項審

査における技術職員名簿に登載されている技術者の

総数をいいます。 

 

なお、手持ち制限を超えた場合は「失格」となります。 

技術者総数（人員数） 手持ち可能件数 

10人以下 1件以内 

11人以上 20人以下 2件以内 

21人以上 3件以内 

67 

低入札案件の手持ち制限におい

て、水道局発注案件はどのようにカ

ウントするのですか。 

 市発注案件と水道局発注案件を合わせてカウントし、上記

の手持ち制限を適用します。 

68 

低入札案件の手持ち制限におい

て、複数工事の合併入札案件はどの

ようにカウントするのですか。 

 

 

 

 

 複数の工事を合併して１件の入札として執行したものに

ついては、低入札案件の手持ち制限においても１件としてカ

ウントします。 

 なお、市発注工事と水道局発注工事の合併入札についても

同様です。 
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69 

技術者の総数についてですが、工

種ごとの技術者総数により、工種ご

とに手持ち件数を最大３件まで持

つことができるのですか。 

 低入札案件の手持ち件数については、工種に関係なく各者

最大３件以内となります。 

 また、技術者総数については、技術者の実人員数（１人の

技術者が土木、建築と複数の資格を有する場合においても、

技術者数としては１人として数えます。）により判断するこ

ととしています。これは、低入札案件の手持ち件数の制限を、

会社の規模に応じて設定することとしたためです。 

70 

当社においては、１１人の技術者

がいますので、最大２件の手持ちと

なるのですが、同日開札の発注工事

において、手持ち制限を超える３件

の工事に低入札調査基準価格を下

回る入札書を送付しました。 

この場合、全件が無効となります

か。 

 低入札調査基準価格を下回る入札書を送付された３件す

べてを有効な入札として審査の対象とします。 

 ただし、３件とも落札候補者となった場合は、開札執行時

刻の早い案件の順に、低入札調査を行い、審査上問題がなけ

れば、落札候補者の意向に関わらず、開札執行時刻が早い順

の 2件の工事について落札者となります。 

71 

当社においては、２２人の技術者

がいますので、低入札案件の手持ち

件数が最大３件となるのですが、３

件の低入札案件の工事を持ってい

る場合には、他の工事を落札するこ

とができないのですか。 

低入札案件の手持ち件数の制限は、他の工事について低入

札調査基準価格を下回らない価格で落札することまでを制

限するものではありません。 

このため、低入札調査基準価格を下回らない価格であれ

ば、他の工事を落札することができます。 

72 

低入札案件の手持ち制限におい

て、カウントの対象から外れるのは

いつからですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事検査済証が入札参加者に到達した日以後です。 
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固 定 型 最 低 制 限 価 格 制 度 

73 

明石市における固定型最低制限

価格制度とはどのような制度です

か。 

固定型最低制限価格制度とは、最低制限価格をあらかじめ

設定し、それに満たない金額での入札を失格とする制度で

す。 

明石市では、予定価格（税込）５,０００万円未満の案件 

に原則適用しています。 

 なお、最低制限価格（税抜）は予定価格（税抜）の 

７０％から９０％の間で案件ごとに設定します。この 

ため、最低価格入札者であっても落札者とならない場 

合があります。 

固定型最低制限価格（税抜）の設定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計算式より算出した額が上記の【範囲】を下回った（上回

った）場合には、下限（上限）値で設定。 

工 事 品 質 評 価 型 入 札 制 度 

74 

品質評価合計点とは、どのような

点数ですか。 

品質評価合計点とは、明石市電子入札システムの業者情報

管理システムに登録された有効な最新の経営規模等評価結

果通知書・総合評定値通知書の総合評定値と工事品質評価型

入札制度の評価項目の合計点数である品質評価点を合計し

た点数のことです。 

なお、品質評価合計点は現在のところ市内業者を対象とし

ていますので、その他の業者については、経営規模等評価結

果通知書・総合評定値通知書の総合評定値による入札参加と

なります。詳しくは、明石市役所のホームページ入札コーナ

ー内の「入札制度案内―工事品質評価型入札制度」をご覧く

ださい。 

75 

当社の品質評価点は何点ですか。 電子入札システムの業者情報管理システムにより確認し

てください。毎年７月１日に更新し、７月１日から翌年の６

月３０日までに公告した土木一式工事、建築一式工事で適用

されます。 

契 約 か ら の 暴 力 団 等 排 除 

76 

 契約締結までに暴力団排除に関

する「誓約書」の提出が出来ない場

合でも契約は締結できますか。 

 契約の締結はできません。 

 なお、契約締結までに暴力団排除に関する「誓約書」の提

出が出来ない場合は指名停止措置（３か月）を行いますので

十分に注意してください。 

【範囲】 

  予定価格（税抜）の下限(上限)値 

7.0/10～9.0/10 

  【計算式】 

   ・直接工事費 ×0.97 

   ・共通仮設費 ×0.90 

   ・現場管理費 ×0.90 

   ・一般管理費等×0.55 
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77 

下請契約を締結する場合に「暴力

団等排除に関する特約」に準じた規

定を契約書に定めるとありますが、

準じた規定とはどのような意味で

しょうか。 

準じた規定とは明石市が規定する「暴力団等排除に関する

特約」の内容を全て満たしている規定という意味です。 

特約につきましては、ホームページに掲載している特約の

様式を活用し、契約書に含ませて下請契約を締結してくださ

い。 

78 

下請契約による暴力団排除に関

する「誓約書」はいつの時点に、ど

こに提出すればよいでしょうか。 

下請契約の締結を行う際に下請業者から徴取してくださ

い。 

その後、下請業者から徴取した暴力団排除に関する「誓約

書」を工事の完了届の提出時までに工事主管課に提出してく

ださい。 

そ の 他 

79 

最低価格入札者が複数存在する

場合はどうなりますか。 

くじにより落札者を決定します。全ての資格審査が終了し

ましたら、財務室契約担当から執行時刻と場所の連絡をいた

しますので、代表者又は代表者からの委任状を持った代理人

の方が参加してください。 

なお、代表者等が参加できない場合には、当該入札事務に

関係ない市職員が代理としてくじを引くことになります。 

 

※本文書の内容及び関係法令等の不知を理由として入札に関する異議を申し立てることはできません。 

 

令和５年４月１日現在 


